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東大和市人事行政の運営等の状況の公表 

 

はじめに 

 

 市では、人事行政の公平性や透明性を高め、市民の皆さんの一層のご理解を

いただくため、東大和市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を制定し、

年一回、職員の任免、給与、勤務条件、服務、研修等の状況について、次のと

おり公表しています。 

 

公 表 項 目 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 ２ 職員の競争試験及び選考の状況 

 ３ 職員の給与の状況 

 ４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 ５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 ６ 職員の服務の状況 

 ７ 職員の研修及び人事評価の状況 

 ８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 ９ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

＜お問合わせ＞   

東大和市総務部職員課人事給与係 042-563-2111 内線 1331 

    （定員の状況についてのお問合わせは、企画課企画担当（内線 1423）まで） 

 

 



 2 

東大和市人事行政の運営等の状況の公表 
 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の任免の状況 

① 採用者数及び退職者数の状況（平成２９年度） 

区分 

採用者数 退職者数 

29 年 4 月 1 日 
29 年 4 月 2 日～ 

30 年 3 月 31 日 

【参考】 

30年4月1日 

29 年 4 月 1 日～ 

30 年 3 月 30 日 
30年3月31日 

一般事務職 
（26 人） 

14 人 
 

（22 人） 

13 人 

（1 人） 

1 人 

（5 人） 

5 人 

技術職 （6 人）  （3 人）  
（3 人） 

1 人 

保育士 （2 人）  （5 人）  
（1 人） 

4 人 

栄養士      

保健師 （1 人）    （1 人） 

看護師      

歯科衛生士      

技能労務職 （1 人）  （2 人） 1 人 
（1 人） 

3 人 

計 
（36 人） 

14 人 
 

（32 人） 

13 人 

（1 人） 

2 人 

（11 人） 

13 人 

    ※（ ）内は、再任用職員数であり、外書きです。 

 

  ② 事由別退職者数（平成２９年度） 

定年 勧奨 普通 懲戒 分限 失職 死亡 計 

11 人  4 人     15 人 

 

（２）職員数の状況 

① 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

区分 職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

部門 平成 29 年 平成 30 年 

一
般
行
政
部
門 

議会 7 人 7 人 0 人  

総務 127 人 128 人 1 人 業務増、東京都への派遣職員の増、欠員不補充等 

税務 39 人 38 人 △1 人 業務の見直しによる減 

民生 105 人 107 人 2 人 業務増、業務終了による減、欠員不補充等 

衛生 32 人 31 人 △1 人 欠員不補充 

農林水産 3 人 3 人 0 人  

商工 5 人 5 人 0 人  

土木 46 人 45 人 △1 人 欠員不補充 
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（注）職員数には定員外職員（派遣職員等）を含みます。 

小計 364 人 364 人 0 人  

特
別
行

政
部
門 

教育 68 人 68 人 0 人  

小計 68 人 68 人 0 人  

公
営
企
業
等

会
計
部
門 

下水道 8 人 8 人  0 人  

その他 36 人 36 人 0 人 業務増、体制再編、業務縮小による減等 

小計 44 人 44 人 0 人  

合計 476 人 476 人 0 人  

（注）職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職員 

を含み、一部事務組合への派遣職員や臨時又は非常勤の職員を除きます。 

          

② 級別職員数の状況（平成３０年４月１日現在） 

   ア 一般行政職                 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 計 

標準的な職務内容 主事 主任 係長 課長 部長  

職員数（人） 134 92 99 44 14 383 

構成比（％） 35.0 24.0 25.8 11.5 3.7 100.0 

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

   イ 技能労務職 

区分 １級 ２級 計 

標準的な職務内容 技能主事 技能主任  

職員数（人） 2 15 17 

構成比（％） 11.8 88.2 100.0 

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

  ③ 年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在） 

区分 20 歳未満 
20 歳～ 

29 歳 

30 歳～ 

39 歳 

40 歳～ 

49 歳 

50 歳～ 

59 歳 

60 歳～

～65 歳 
計 

職員数（人） 0 100 132 132 102 32 498 

（注）再任用短時間職員を含みます。 

 

④ 定員適正化の状況 

   ア 定員適正化計画の概要 

      計画期間  平成２９年度～３３年度 

       目 標 値  平成２９年度 ４７６人、平成３０年度 ４７５人 平成３１年度 ４７４人 

平成３２年度 ４７３人、平成３３年度 ４７２人  

イ 年次別職員数（実績）の概要（各年４月１日現在、単位 人） 

      区分 

部門 

２８年 

計画前年 

２９年 

１年目 

３０年 

２年目 

一般行政 
前年比 － 10 0 

職員数 354 364 364 

特別行政 
前年比 － △15 0 

職員数 83 68 68 

公営企業等会計 
前年比 － 6 0 

職員数 38 44 44 

合計 
前年比 － 1 0 

職員数 475 476 476 
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２ 職員の競争試験及び選考の状況 

（１）職員採用試験の実施の状況（平成２９年度） 

    

平成２９年７月実施 

職種 応募人数 受験者数 合格者数 

一般事務 

（身体障害者） 
 0人 0人   0人 

保健師   0人 0人   0人 

建築技術   5人 4人   0人 

 

平成２９年９月実施 

職種 応募人数 受験者数 合格者数 

一般事務   366 人   317 人   13 人 

一般事務 

（身体障害者） 
    1 人     1 人    0 人 

建築技術     2 人     2 人    0 人 

    

 

（２）昇任試験・昇任選考の実施の状況（平成２９年度） 

 

  平成３０年４月１日付け昇任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 対象職層 資格 対象者 受験者 合格者 

主任職昇任試験 主事職 
主事職の経験が6年以上で、

年齢が 28 歳以上 34 歳未満 
53 人 10 人 2 人 

主任職昇任選考 主事職 
主事職の経験が8年以上で、

年齢が 34 歳以上 
20 人 10 人 9 人 

係長職昇任選考 A 主任職 
主任職昇任試験の合格者で

あること 
7 人 

 
6 人 

係長職昇任選考 B 主任職 
主任職の経験が1年以上で、

年齢が 36 歳以上 
113 人 

 
6 人 

課長職昇任選考 係長職 係長職の経験が 5 年以上  
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３ 職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（平成２９年度一般会計決算） 

住民基本台帳人口 

30年1月1日現在 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

              人 

85,718 

      千円 

31,608,236  

     千円 

1,420,831  

    千円 

4,289,929  

      ％ 

13.6  

  （注）１ 人件費には、特別職に支給される給料及び報酬を含みます。  

     ２ 数値は、平成２９年度地方財政状況調査の数値です。  

 

（２）職員給与費の状況（平成２９年度一般会計決算） 

職員数 Ａ  

29年4月1日現在  

給     与     費 １人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

 人 

457 

千円 

1,648,543  

千円 

442,037 

千円 

720,134  

千円 

2,810,714  

千円 

6,150  

  （注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。 

      ２ 国民健康保険、下水道、区画整理、介護保険、後期高齢者医療の各事業につ

いては、特別会計となりますので、上記の数値には含みません。  

      ３  再任用短時間職員分を含みます。  

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

区分 ２８年 ２９年 

東大和市  99.7 100.4 

東京都 101.6 101.6 

  （注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給 

与水準を示す指数です。 

      

（４）一般行政職給料表の状況（平成３０年４月１日現在） 

                                      （単位 円） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

１号給の 
140,300 198,500 224,800 284,000 479,100 

給料月額 

最高号給の 
324,300 362,500 415,100 455,000 508,900 

給料月額 
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（５）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成３０年４月１日現在） 

区分  

一般行政職  技能労務職 

平均給料

月額（円） 

平均給与

月額（円） 

平均年齢

（歳） 

平均給料

月額（円） 

平均給与

月額（円） 

平均年齢

（歳） 

東大和市  310,637 
407,200 

40.7 331,052 
386,528 

53.7 

370,076 379,606 

東京都  314,490 
444,592 

41.5 292,009 
391,826 

49.7 
395,638 361,938 

国  330,531 410,719 43.6 286,833 328,360 50.6 

   （注）１ 平均給料月額とは、職員の基本給の平均です。 

      ２ 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外

勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。このうち、上段は、これらのすべての諸

手当込みのものであり地方公務員給与実態調査で明らかにしています。また、下段は、国

家公務員の平均給与月額には、時間外勤務手当、特殊勤務手当等が含まれていないことか

ら、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 

 

（６）職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在） 

  ① 一般行政職 

（単位 円） 

区    分 東大和市 東京都 国 

大 学 卒 182,700 182,700 
総合職 183,700  

一般職 179,200 

高 校 卒 144,600 144,600 147,100 

   

② 技能労務職  

（単位 円） 

区    分 東大和市 東京都 国 

高 校 卒 142,000 142,000 144,500円 

 

（７）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在） 

（単位 円） 

区    分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般 

行政職 

大学卒 267,900 307,371 373,625 

高校卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし 

技能 

労務職 
高校卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし 
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（８）職員手当の状況 

  ① 期末・勤勉手当（平成２９年度） 

東大和市 東京都 国 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,578 千円 

１人当たり平均支給額（29 年度） 

1,836 千円 
－ 

（29 年度支給割合） 

    期末手当  勤勉手当 

    2.60 月分   1.90 月分 

    （1.45 月分）（0.90 月分） 

（29 年度支給割合） 

    期末手当  勤勉手当 

    2.60 月分   1.90 月分 

    （1.45 月分）（0.90 月分） 

（29 年度支給割合） 

    期末手当  勤勉手当 

    2.60 月分   1.80 月分 

    （1.45 月分）（0.85 月分） 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・職務段階別加算  3～20％ 

 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・職務段階別加算  3～20％ 

・管理職加算    15～25％ 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算      3～20％ 

・管理職加算     15～25％ 

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

  ② 退職手当（平成３０年４月１日現在） 

（単位 月分） 

区 分 
東大和市 東京都 国 

普通 勧奨・定年 普通 勧奨・定年 普通 勧奨・定年 

支

給

率 

勤続２０年 23.00 23.00 23.00 23.00 19.6695 24.586875 

勤続２５年 30.50 30.50 30.50 30.50 28.0395 33.27075 

勤続３５年 43.00 43.00 43.00 43.00 39.7575 47.709 

最高限度額 43.00 43.00 43.00 43.00 47.709 47.709 

平成 29年度にお

ける１人当たり  

平均支給額 

（ ）内は、 

平均勤続年数 

千円 

9,179 

 

(19年 11月) 

千円 

21,490 

 

(39 年 4月) 

千円 

1,941 

 

(5年 10月) 

千円 

21,624 

 

(33 年 8月) 

 

－ 

 

－ 

    （注）退職手当の支給事務を共同処理するため、東大和市は他の地方公共団体とともに退 

職手当組合を組織しています。退職手当組合を構成する団体の退職手当の算定方式は、 

同じです。 
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③ 地域手当（平成３０年４月１日現在） 

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）  459,918円  

支給対象職員数 498人 

支給率 12％ 

    （注）再任用短時間職員分を含みます。 

 

 

④ 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在） 

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 23,665円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度決算） 19.8％ 

手当の種類（手当数）  8 

手当の名称 主な支給対象業務 支給単価 

行旅死病人取扱手当 
行旅病人、行旅死亡人等の救護、死体等

の収容等の業務 

１件 死体 5,000円 

   病人 3,000円 

防疫作業手当 感染症等の発生予防のための防疫作業 日額    1,000円 

危険薬物取扱手当 
毒物、劇物等を使用してそ族昆虫駆除作

業又は農作物消毒作業 
日額    2,000円 

滞納整理事務手当 
市税及び市税以外の収入の滞納整理の

業務 
日額     200円 

賦課調査事務手当 
市税賦課に必要な所得又は家屋の調査

事務に従事 
日額     200円 

社会福祉業務手当 

ケースワーカーの業務及び身体障害者

の日常生活訓練、心身障害者の生活実習

等の業務 

日額     200円 

犬・猫等の死体処理手当 犬・猫等の死体等の処理 １件     300円 

災害時緊急出動手当 
風水震災等の非常時に緊急出動した場

合 
１回    1,000円 

    （注）再任用短時間職員分を含みます。 

 

  ⑤ 時間外勤務手当 

支給実績（２９年度決算） 114,657千円 

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 262千円 

支給実績（２８年度決算） 112,144千円 

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 254千円 

    （注）再任用短時間職員分を含みます。 
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⑥ その他の手当（平成３０年４月１日現在）   

  

手 当 名 
内容及び支給単価 

東大和市  東京都 国 

扶養手当  

子           9,000円 

（子が満16歳年度初めから満22

歳年度末までの場合は13,000円） 

子以外の扶養親族    6,000円 

（課長級は3,000円) 

子             9,000円 

（子が満16歳年度初めから満22

歳年度末までの場合は13,000円） 

子以外の扶養親族     6,000円 

（課長級は3,000円)  

子       10,000円 

（子が満16歳年度初めから

満22歳年度末までの場合は

15,000円） 

子以外の扶養親族 6,500円 

 

 

住居手当 

世帯主等のうち、満34歳に達する

日以後の最初の3月31日までの間

にある者で自ら居住するための住

宅を借り受け、月額15,000円以上

の家賃を支払っているもの 

月額 15,000円 

世帯主等のうち、満34歳に達する

日以後の最初の3月31日までの間

にある者で自ら居住するための住

宅を借り受け、月額15,000円以上

の家賃を支払っているもの 

月額 15,000円 

借家 （最高） 27,000円 

管理職手当 

(特別調整額) 

部長及び局長     95,000円 

参事         83,000円 

課長及び副参事    71,000円 

役職の区分別に定められた額を支

給 

22,600円～140,800円 

役職の区分別に定められた

額を支給 

46,300円～146,400円 

 

 

 

管理職員特別

勤務手当 

参事（部長・局長） 12,000円 

参事（上記以外）   10,000円 

副 参 事            10,000円 

（6 時間を超える勤務は 5 割増） 

平日深夜（午前0時から午前5時まで）

については、 

参事（部長・局長）  6,000円 

参事（上記以外）    5,000円 

副 参 事             5,000円 

役職の区分に応じて、4,000円から

18,000円を支給（6時間を超える勤

務の場合は、6,000円～27,000円） 

平日深夜（午前0時から午前5 

時まで）については、2,000円から

6,000円を支給 

役職の区分に応じて、6,000

円から18,000円を支給（6時

間を超える場合は9,000円～

27,000円） 

平日深夜（午前0時から午前5

時まで）については、3,000 

円から6,000円を支給 

宿日直手当 １回         12,000円 勤務の態様に応じ、3,000円から

30,000円を支給 

勤務の態様に応じ、4,200円

から20,000円を支給 

 

 

（９）特別職等の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在） 

区     分 給 料 月 額 等                     

給 

料 

市 長 895,000円 

副市長 766,000円 

教育長 710,000円 

報 

酬 

議 長 529,000円 

副議長 484,000円 

議 員 458,000円 

期 

末 

手 

当 

 

市 長 

副市長 

教育長 

（２９年度支給割合） 

4.50月分 

4.50月分 

4.50月分 
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期 

末 

手 

 当 

 

議 長 

副議長 

議 員 

（２９年度支給割合） 

4.50月分 

4.50月分 

4.50月分 

退 

職 

手 

当 

         （算定方式）                （支給時期） 

市 長 給料月額×支給率（400/100）×勤続年数    任期ごと 

副市長 給料月額×支給率（300/100）×勤続年数    任期ごと 

教育長 給料月額×支給率（250/100）×勤続年数    任期ごと 

   （注）１ 特別職の報酬等の額は、「東大和市特別職報酬等審議会」の答申に基づき条例で定め

られています。 

      ２ 退職手当の支給事務を共同処理するため、他の地方公共団体とともに退職手当組合

を組織しています。退職手当組合を構成する団体の退職手当の算定方式は、同じです。 

 
 
４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
（１）職員の勤務時間、休憩時間等の概要 

   職員の正規の勤務時間等は、次のとおりです。 

正規の勤務時間 休憩時間 週休日 

午前８時３０分～

午後５時１５分 
正午～午後１時 

日曜日 

土曜日 

    なお、児童館、保育園などのように、職務の性質により上記の勤務時間の割り振り、休憩時

間により難い職員については、勤務時間の割り振り等を別に定めています。 

 

（２）年次有給休暇の取得の状況  

    労働基準法の規定に基づき、原則として１年に２０日の有給休暇が与えられま

す。平成２９年中の平均取得日数は、１１．３日となっています。  

 

（３）その他の休暇等の制度の概要（平成３０年４月１日現在）  

種類  概要  付与日数等  

病気休暇  療養のための休暇  １回について、引き続く

９０日以内  

特  

別

休

暇  

公 民 権 行 使

等休暇  

選挙権その他の公民としての権利を

行使し、又は公の職務を執行するため

の休暇  

必要と認められる時間  

ドナー休暇  骨髄移植のための登録の申出を行う

場合又は骨髄移植のため骨髄液を提

供するための休暇  

必要と認められる日又は

時間  
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特  

 

 

 

別  

 

 

 

休  

 

 

 

 

暇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊 娠 出 産 休

暇  

産前産後の休養としての休暇  出産の前後を通じて１６

週間（多胎妊娠の場合は、

２４週間）以内  

妊 娠 症 状 対

応休暇  

妊娠に起因する症状のために勤務す

ることが困難な場合の休暇  

１回の妊娠について、日

を単位として１０日以内  

早 期 流 産 休

暇  

妊娠初期において流産した職員が安

静加療を要すため、又は母体の健康保

持等に係る休養のため、勤務すること

が困難な場合の休暇  

流産した日の翌日から起

算して引き続く７日以内  

母 子 保 健 健

診休暇  

妊娠中又は出産後１年を経過しない

職員が健康診査又は保健指導を受け

るための休暇  

必要と認められる時間  

妊 婦 通 勤 時

間  

妊娠中の職員が通勤に利用する交通

機関の混雑が著しく、当該職員の健康

維持及びその胎児の健全な発達を阻

害するおそれがあるときに交通混雑

を避けるための休暇  

正規の勤務時間の始め又

は終わりにそれぞれ３０

分又はいずれか一方に６

０分  

育児時間  生後１年３か月に達しない生児を養

育するための休暇  

１日２回、それぞれ４５

分  

出 産 支 援 休

暇  

男性職員がその配偶者の出産に当た

り、子の養育等を行うための休暇  

出産の直前又は出産の日

の翌日から起算して２週

間以内に１日を単位とし

て２日以内  

育 児 参 加 休

暇  

男性職員がその配偶者の産前産後の

期間に育児に参加するための休暇  

配偶者の出産の日の翌日

から当該出産の日後８週

間（多胎妊娠の場合は１

６週間）を経過する日ま

での期間に１日を単位と

して５日以内  

子 ど も の 看

護休暇  

小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する職員が、その子を看護する

ための休暇  

１年につき５日以内。  

(養育する子が複数いる場

合は１年につき１０日以

内 ) 

生理休暇  生理日の勤務が著しく困難な場合の

休暇  

勤務が著しく困難な日  

慶弔休暇  職員が結婚する場合又は職員の親族

が死亡した場合等の休暇  

職員が結婚する場合は５

日。  

忌引：職員の親族が死亡
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特  

 

 

 

別  

 

 

 

休  

 

 

 

暇  

した場合は、親族の区分

に よ り 定 め ら れ た 日 数

（例えば、血族の父母の

場合は、１０日以内）。  

父母の追悼：職員の父母

の追悼のための特別な行

事を行う場合は１日。  

災害休暇  職員の現住居が災害により滅失し、又

は損壊したときの復旧作業等のため

の休暇  

災害により現住居が滅失

又は損壊した日から起算

して７日以内  

夏季休暇  夏季（７月から９月）における、職員

の心身の健康維持及び増進又は家庭

生活の充実のための休暇  

５日以内  

長 期 勤 続 休

暇  

長期間勤務した職員が、心身の活力を

維持し、及び増進するための休暇  

勤続１０年に達した者３

日、勤続２０年に達した

者４日、勤続３０年に達

した者５日  

ボ ラ ン テ ィ

ア休暇  

職員が自発的に、かつ、報酬を得ない

で社会に貢献する活動を行う場合の

休暇  

１の年において、５日以

内  

短期の介護  

休暇  

常態的には介護に携わっていない職

員が、配偶者又は２親等内の親族を一

時的に介護するための休暇  

１年につき５日以内。  

(要介護者が複数いる場合

は１年につき１０日以内 ) 

介護休暇  配偶者又は２親等内の親族を介護す

るための休暇（無給）  

連続する６か月の期間内

において必要と認められ

る期間及び回数（６か月

の 期 間 経 過 後 で あ っ て

も、当該介護休暇の初日

から２年間に限り通算１

８０日間を限度として、

２回まで更新可）  

介護時間  配偶者又は２親等内の親族を介護す

るための休暇（無給）  

連続する３年の期間内に

おいて、正規の勤務時間

の始め又は終わりにおい

て、１日２時間以内  

※介護休暇と併用不可  
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（４）育児休業及び部分休業の取得の状況（平成２９年度）  

種類  概要  取得者数  

育児休業  ３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に

達する日まで休業することができる制度（無給）  

男性    1 人  

女性   13 人  

部分休業  小学校就学始期に達するまでの子を養育するため、

公務に支障のない範囲内で、勤務時間の一部を勤務

しないことができる制度（無給）。１日を通じて２

時間以内で正規の勤務時間の始め又は終わりに承

認します。  

男性    1 人  

女性   12 人  

 
５ 職員の分限及び懲戒処分の状況  
（１）分限処分の状況（平成２９年度）  

      種類  

事由  
降任  免職  休職  合計  

勤務実績が良くない

場合  
 0 人   0 人  

 
  0 人  

心身の故障の場合   0 人   0 人   11 人      11 人  

職に必要な適格性を

欠く場合  
 0 人   0 人  

 
  0 人  

廃職又は過員を生じ

た場合  
 0 人   0 人  

 
  0 人  

刑事事件に関し起訴

された場合  
   0 人    0 人  

合  計   0 人   0 人   11 人    11 人  

   （注）１ 分限処分は、地方公務員法第２８条の規定により、公務能率を維持するこ

とを目的として職員がその職責を十分に果たすことができない一定の事由が

ある場合に職員の意に反して行う処分です。  

      ２ 人数は、当該年度に新たに処分を受けた職員数です。  

 

（２）懲戒処分の状況（平成２９年度）  

       種類  

事由  
免職  停職  減給  戒告  合計  

法令等に違反した場

合  
0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

職務上の義務に違反

し、又は職務を怠った

場合  

0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  
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全体の奉仕者たるに

ふさわしくない非行

のあった場合  

0 人  0 人  1 人  0 人  1 人  

合  計  0 人  0 人  1 人  0 人  1 人  

   （注） 懲戒処分は、地方公務員法第２９条の規定により、公務における規律と秩序

を維持することを目的として、職員に法令等の違反等があった場合に行う処分

です。  

 
６ 職員の服務の状況  
  服務に関する基本原則  

    地方公務員法第３０条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕

者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて

これに専念しなければならない。」と規定されており、さらに根本基準を受けて、次の

ような遵守すべき事項が定められています。  

基本原則  概要  

法令等及び上司の職務上の命令

に従う義務（地方公務員法第３

２条）  

職員は、法令等及び上司の職務上の命令に従

わなければならない。  

信用失墜行為の禁止（地方公務

員法第３３条）  

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体

の不名誉となるような行為をしてはならな

い。  

秘密を守る義務（地方公務員法

第３４条）  

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後もまた同様とする。 

職務に専念する義務（地方公務

員法第３５条）  

職員は、その勤務時間及び職務上の注意力の

すべてをその職責遂行のために用いなければ

ならない。  

政治的行為の制限（地方公務員

法第３６条）  

職員は、政党その他の政治団体の結成等に関

与するなどの政治的行為をしてはならない。  

争議行為等の禁止（地方公務員

法第３７条）  

職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為を

してはならない。  

営利企業等の従事制限（地方公

務員法第３８条）  

職員は、営利企業等に従事することが制限さ

れ、従事する場合は、任命権者の許可を得な

ければならない。  
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７ 職員の研修及び人事評価の状況 
（１）研修の状況 

地方公務員法第３９条の規定に基づき、職員の公務能率の向上を図るため、市独自研修及び東京都市町

村職員研修所、その他の団体への派遣研修を行った。 

 これらの研修を通じて、良質な市民サービスを提供するため、職員の資質及び能力の向上を図った。 

 

① 市独自研修                       （単位：日、人、回） 

種 別 研 修 科 目 日数  受講者数  実施回数  

主   事 

4 月 1 日付新規採用職員研修  

(接遇･コミュニケーション活性化研修含む ) 
6 14 1 

 
コミュニケーション活性化研修 

（新規採用職員以外） 
0.5 10 1 

新規採用職員「実務フォローアップ研修」  1 13 1 

技能労務職｢公務災害防止研修｣ 0.5 13 1 

課題発見・解決能力養成研修  1 20 1 

ＯＪＴ研修 1 21 1 

事務マニュアル作成研修  1 16 1 

主 査 
主査職昇任時研修 0.5 10 1 

リスクマネジメント研修  1 24 1 

主事・主査 

被評価者対象人事評価制度研修 

（目標設定訓練フォローアップコース） 
0.5 72 2 

メンタルヘルス研修（アサーション）  0.5 24 1 

副 参 事 

副参事職昇任時研修 0.5 7 1 

新任・管理監督職対象人事評価制度研修（評価者訓練・
基礎コース） 

1 6 1 

新任・管理監督職対象人事評価制度研修（目標設定訓練
コース） 

1 7 1 

参 事 ・ 

副 参 事 

管理監督職対象人事評価制度研修 

（評価者訓練実践コース）  
0.5 48 3 

管理監督職対象人事評価制度研修 

（目標設定訓練フォローアップコース） 
0.5 38 2 

特定個人情報の保護に関する研修(管理職編) 0.5 42 2 

メンタルヘルス研修（ラインケア）  0.5 21 1 

新規採用職員配属先所属長研修 0.5 12 1 

全 職 員 

公務員倫理研修 0.5 31 2 

男女共同参画社会の形成研修  0.5 18 1 

人権啓発研修「講演と映画の集い」  0.5 1 1 

特定個人情報の保護に関する研修 0.5 308 4 

情報連携に向けた e ラーニング研修  0.5 70 18 

接遇研修 0.5 73 2 

障害を理由とする差別の解消の推進にかかる研修 0.5 111 4 

合 計  1,030  
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② 東京都市町村職員研修所への派遣研修               （単位：日、人、回） 

種 別 研 修 科 目 日数  受講者数  実施回数  

職 
 
 

層 
 
 

別 
 
 

研 
 
 

修 

基 

礎 

部 

門 

新任研修Ⅰ期 4 17 5 

新任研修Ⅱ期 2 17 5 

係長新任研

修 

公務員倫理・メンタルヘルス 1 10 3 

仕事と人のマネジメント 2 9 5 

係長新任研

修 

公務員倫理・ハラスメント防止・メンタルヘルス 1 7 2 

管理者の役割 2 7 4 

部長研修 0.5 3 2 

能 

力 

向 

上 

部 

門 

問題解決 2 24 4 

政策プレゼンテーション  3 23 4 

中堅職員の役割 2 15 5 

ベテラン職員の役割 0.5 3 2 

アサーティブコミュニケーション（主任・主事向け） 1 2 2 

ＣＳクレーム対応（主任・主事向け）  2 1 1 

ロジカルトレーニング 2 2 2 

政策形成 3 8 3 

係長コーチング 2   1 1 

アサーティブコミュニケーション（監理・監督職向け） 1 1 1 

ＣＳクレーム対応（管理・監督職向け）  1 1 1 

管理職リスクマネジメント  2 4 3 

（ 小 計 ）  155  

法

務

研

修 

行政法Ⅰ 3 1 1 

地方自治法 3 3 3 

地方公務員法 3 5 3 

民法 6 2 1 

行政法Ⅱ 4 1 1 

（ 小 計 ）  12  

自治体  

経営研修  

地方財政 3 1 1 

「立法法務」成果発表会 0.5 1 1 

（ 小 計 ）  2  

情 

報 

処 

理 

研 

修 

エクセル初級 2 4 3 

パワーポイント初級 1 1 1 

エクセル中級 2 10 10 

エクセル中級（関数編） 1 3 2 

エクセル中級（データ分析編） 1 2 2 

エクセルＶＢＡマクロ 2 2 2 

ワード  (実践レイアウトテクニック編) 1 5 4 

（ 小 計 ）  27  
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種 別 研 修 科 目 日数  受講者数  実施回数  

技術職研修 

中堅技術職研修 1 1 1 

JW_cad 初級 2 1 1 

JW_cad 中級 2 1 1 

（ 小 計 ）  3  

実 
 
 

務 
 
 

研 
 
 

修 

 

総

務

・ 

一

般

部

門 

自治体債権管理回収科 2 1 1 

労働安全衛生科 2 1 1 

契約科 2 1 1 

税 
 

務 
 

部 
 

門 

固定資産税科（初級）土地 2 1 1 

固定資産税科（初級）家屋 2 1 1 

固定資産税科（初級）償却資産 2 1 1 

個人住民税科（初級） 2 3 1 

法人住民税科（初級） 2 1 1 

徴収科（初級） 2 1 1 

固定資産税科（中級）家屋 2 1 1 

固定資産税科（中級）償却資産 1 2 1 

個人住民税科（中級） 2 2 1 

法人住民税科（中級） 1 1 1 

事
業
部
門 

廃棄物対策科 2 1 1 

子育て支援科 1 1 1 

都市計画科 3 1 1 

（ 小 計 ）  32  

 
 
 
 

特 
 
 

別 
 
 

研 
 
 

修 

人権啓発研修 0.5 5 3 

男女共同参画研修 0.5 4 2 

メンタルヘルス研修 0.5 5 3 

技能労務職研修   1 2 1 

講演会 
第 1 回講演会 0.5 3 1 

第 2 回講演会 0.5 7 1 

ス 

ポ 

ッ 

ト 

研 

修 

調整力・交渉力（主任・主事向け） 1 1 1 

調整力・交渉力（管理・監督職向け） 1 1 1 

要約力～まとめる力～ 1 1 1 

レジリエンス研修 1 1 1 

管理職昇任前研修～議会答弁研修～ 1 1 1 

女性の活躍推進研修 1 1 1 

防災講演会 0.5 3 1 

公益財団法人東京市町村自治調査会 

調査研究結果発表シンポジウム 

「多摩・島しょ地域」×「スポーツ」でまちを元気に 

～スポーツが持つ力とスポーツコミッションの可能性～ 

0.5 1 1 

（ 小 計 ）  36  

合         計  267  
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③ その他の団体への派遣研修                     （単位：人）  

実施機関名 研修名（内容） 受講者数  

(一社)日本経営協会 

公共施設マネジメント実務講座 1 

広報写真の基礎知識 1 

問題ある職員への法的対応策と分限処分・懲戒処分のポ

イント  
1 

新任担当者のための地方公営企業会計入門講座  1 

地方公営企業の消費税 1 

自治体監査の実務ポイント・ノウハウ修得セミナー  1 

地方公務員における労働関係と労使交渉のポイント  1 

広報誌編集入門講座 1 

戸籍実務の基本と窓口対応事例検討講座 1 

改正社会福祉法・指導監督ガイドラインの解説と監査実

務の留意点 
1 

林材業労働災害防止協会  
刈払機作業従事者安全衛生教育講習会 4 

伐木等業務特別教育講習会  4 

総務省統計研究研修所 
統計基本課程「統計利用の基本」 1 

統計専門課程「政策立案と統計」 1 

東京都職員研修所 行政法務科 1 

(株)三菱総合研究所 自治体における AI 活用を考える  1 

国民健康保険中央会 平成 29 年度全国市町村国保主管課長研究協議会  1 

(一社)日本子ども虐待防止学会 日本子ども虐待防止学会第 23 回学術集会ちば大会  1 

市町村職員中央研究所 組織マネジメント 3 

東京都市町村職員研修所研修

連絡会第４ブロック 

第 4 ブロック合同研修  

「政策形成（創造性開発）研修」 
3 

特別区職員研修所 
平成 29 年度サポート研修  

「講演会（第 2 回）」 
5 

合    計 35 

 

 

 

（２）職員の人事評価の状況（平成２９年度） 

   全職層を対象とした人事評価を実施しています。人事評価は、職員の能力、態度、業績を客観的に

評価し、管理職との面談や仕事の振り返りを通じて職員の能力開発を図ることを主な目的としていま

す。 

区分 内容 

基準日 ３月３１日 

評価期間 ４月１日～翌年３月３１日 

評価対象者 全職員 

評価項目 態度評価、能力評価、業績評価 
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８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
（１）共済組合制度の概要 

   地方公務員法第４３条の規定に基づく地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の

一環として、相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与す

るとともに、職務の能率的運営に資することを目的として設けられています。 

  東京都市町村職員共済組合では、その目的を達成するために、次の事業を行っており、

事業に必要な費用は、組合員の掛金と地方公共団体の負担金によって賄われています。 

 

① 東京都市町村職員共済組合における事業の概要（平成２９年度）  

事業種別 事業の概要 

短期給付 

保健給付 

組合員に対す

る給付 

療養の給付、入院時食事療養の給付、入院

時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養の給付、移送費、高額療養費、

高額介護合算療養費、出産費、埋葬料 

家族に対する

給付 

家族療養費、家族訪問看護療養の給付、家

族移送費、家族出産費、家族埋葬料 

休業給付 
組合員に対す

る給付 

傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育

児休業手当金、介護休業手当金 

災害給付 

組合員に対す

る給付 
弔慰金、災害見舞金 

家族に対する

給付 
家族弔慰金 

長期給付 

退職給付 退職共済年金 
原則として、組合員期間などが２５年以上

で、かつ、６５歳以上であるときに支給 

障害給付 

障害共済年金 
在職中に初診日のある病気やケガにより、

一定程度の障害の状態になったときに支給 

障害一時金 
公務によらない病気やケガで退職した場合

に軽度の障害の状態にあるときに支給 

遺族給付 遺族共済年金 在職中又は退職後に死亡したときに支給 

福祉事業 

保健事業 組合員の保健、保養及び教養のための事業 

宿泊事業 組合員が利用するための保養所及び共済会館の経営  

貯金事業 組合員の貯金の受入れとその運用及び有利な利息の支払い 

貸付事業 
組合員の臨時の支出に必要な資金や住宅及び土地取得のた

めに必要な資金の貸付 

物資事業 組合員が必要とする物資の低廉な価格による供給  

 

  ② 東京都市町村職員共済組合に対する負担金（平成２９年度）  

職員数 負担金額 

４７９人 ５９８，５３１，５７７円 
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（２）職員互助会の概要  

  職員互助会は、職員（会員）の互助共済、元気回復その他職員の厚生に関する事項を

実施するため、条例に基づき設置されています。  

  職員互助会では、次の事業を行っており、事業に必要な運営費は、職員（会員）の会

費と地方公務員法第４２条の規定に基づく事業主である市からの補助金等によって賄

われています。 

  ① 職員互助会における事業の概要（平成２９年度）  

事  業 事業の概要 

福利厚生事業 
宿泊助成、人間ドック・脳ドック利用助成、共済組合直営保

養所利用助成 

給付事業 
結婚祝、出産祝、永年勤続者祝、卒業祝、死亡弔慰金補填金、

災害見舞金、死亡等見舞金 

貸付事業 物資購入等のための貸付 

 

  ② 職員互助会に対する補助金（平成２９年度）  

会員数 補 助 金 

５１２人 ４，３００，８００円 

 

（３）公務災害等の発生の状況 

   地方公務員法第４５条の規定に基づく、災害補償に関する制度は、地方公務員災害補

償法で定められており、地方公務員災害補償基金で補償を行っています。  

  地方公務員災害補償基金が行う補償に必要な費用は、事業主である市からの負担金に

よって賄われています。 

 

  ① 公務災害等発生状況（平成２９年度） 

骨 折 打 撲 その他 合計 

２件 １件 ４件 ７件 

   

② 地方公務員災害補償基金に対する負担金（平成２９年度）  

職員数 概算負担金 確定負担金 還付額 

４７４人 ３，６１９，７６３円 ３，４８２，８４３円 １３６，９２０円 

 

（４）健康診断等の実施の状況 

   職員の福祉の増進と行政能率の向上を図るため、労働安全衛生法及び東大和市職員労

働安全衛生管理規則に基づき、職員の健康管理を行っています。 

また、産業医による作業場等の職場巡視等を実施し、作業方法又は衛生状態に有害の

おそれがあると認めたときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じていま

す。 
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① 健康診断等の受診の状況（平成２９年度）              （単位：人） 

種      別 人 数 種      別 人 数 

定期健康診断 419 採用時健診 11 

胃（消化器）検診  18 特定保健指導（積極的支援） 28 

ＶＤＴ検診  27 特定保健指導（動機づけ支援） 13 

大腸がん検診 392 合  計 908 

 

② メンタルヘルス対策事業（平成２９年度）  

・メンタルヘルス相談  実施回数 36 回  利用人数 96 人（延べ人数）  

・メンタルヘルス研修  実施回数  2 回  受講人数 45 人 

  ・ストレスチェック   受検者数  606 人  高ストレス基準該当者数 50 人 

              メンタルヘルス相談利用者 4 人 

              産業医の面接指導実施者数 1 人 

 

③ 産業医による職場巡視等の状況（平成２９年度）  

・産業医職場巡視  実施回数   7 回 

・衛生委員会    実施回数   7 回 

 

 

 

９ 東京都市町村公平委員会の業務の状況 

  市では、関係団体と共同して東京都市町村公平委員会を設置しています。市の職員につ

いての東京都市町村公平委員会の業務の状況は、次のとおりです。 

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況 

   地方公務員法第４６条の規定により、職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関

し、公平委員会に対して、適当な措置が執られるよう要求することができるとされてお

り、平成２９年度の措置の要求の件数は、０件でした。 

 

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況 

   地方公務員法第４９条の２の規定により、職員は、懲戒その他その意に反すると認め

る不利益な処分に関し、公平委員会に対して、不服申立てをすることができるとされて

おり、平成２９年度の不服申立ての件数は、０件でした。 

 

（３）苦情の処理の状況  

   地方公務員法第８条第２項第３号の規定により、職員は勤務条件その他の人事管理に

関する苦情の申出及び相談を公平委員会にすることができるとされており、平成２９年

度の苦情処理の件数は、０件でした。 

 

 


